
 

 品川区町会・自治会に対する助成金 

（環境整備・地域コミュニティ活性化・防災）交付要綱 
 

制定 昭和６０年４月 １日区長決定 要綱第 ６９号 

改正 平成 元年４月２７日区長決定 要綱第 ２２号 

改正 平成１１年４月 １日区長決定 要綱第 ７１号 

改正 平成１３年３月２８日部長決定 要綱第 ９９号 

改正 平成１９年３月 ９日区長決定 要綱第 １８号 

改正 平成１９年５月２２日区長決定 要綱第 ８３号 

改正 平成２０年３月２８日区長決定 要綱第 ３７号 

改正 平成２０年５月１２日区長決定 要綱第 ７４号 

改正 平成２１年３月１１日区長決定 要綱第 ２４号 

改正 平成２２年２月２６日区長決定 要綱第 １８号 

改正 平成２２年４月 １日区長決定 要綱第 ７３号 

                  改正 平成２４年５月２５日区長決定 要綱第１３２号 

改正 平成２５年５月１３日区長決定 要綱第１０３号 

改正 平成２６年５月２２日区長決定 要綱第 ８７号 

                  改正 平成２７年３月２７日区長決定 要綱第２０９号  

改正 平成２８年６月 １日区長決定 要綱第２００号 

改正 平成２９年３月１０日部長決定 要綱第 ２０号 

  改正 平成３０年３月１３日部長決定 要綱第 ３３号 

改正 平成３１年４月 １日区長決定 要綱第２２３号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、品川区内の各町会および自治会（以下「町会等」という。）に対し、

町会・自治会活動助成金（以下「町会等活動助成金」という。）を交付し、町会等内の

環境整備等のために実施する事業の拡充強化および地域コミュニティの活性化を図ると

ともに、各地区の町会・自治会連合会（以下「連合会」という。）に加入している町会

等に対しては、町会等活動助成金に加え、町会・自治会連合会活動助成金（以下「連合

会活動助成金」という。）を交付することにより、連合会の加入促進と機能強化を図り、

もってそれぞれの事業の運営に寄与することを目的とする。 

 （対象事業） 

第２条 町会等活動助成金については、連合会加入の有無にかかわらず、次の事業を助成

の対象とする。 

 ⑴ 環境整備のための事業 

  ア 交通安全 

  イ 環境衛生 

  ウ 町内美化、清掃 

  エ 町内緑化推進 

  オ 青少年育成 

  カ 障害者および高齢者福祉の増進 

  キ 防犯対策 

  ク 生活環境の改善、向上 

 ⑵ 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 

 ⑶ 地域コミュニティ活性化のための事業 



  ア 会議 

  イ 広報活動 

  ウ コミュニティ活性化に関する活動 

 ⑷ 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱（昭和４９

年５月１０日区長決定）第９条第２項に規定する助成金交付対象事項 

 （交付額） 

第３条 助成金の交付額は、前条各号に掲げる対象事業の区分に応じ、次の各号に掲げる

方法により算出した額とし、予算の範囲内で交付する。 

 ⑴ 前条第１号に掲げる環境整備のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし１

２０万円を上限とする。 

  ア 均等割 町会 ８５，０００円 

        自治会 ７５，０００円 

  イ 世帯割（天王洲会（品川第一地区）を除く。） ２００世帯当たり ２０，００

０円 

  ウ 人口割（天王洲会（品川第一地区）を除く。） ２００人当たり １２，０００

円 

  エ 連合会活動助成金（連合会に加入している町会等に限る。） ２５，０００円 

 ⑵ 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 別表に掲げる額 

 ⑶ 地域コミュニティ活性化のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし４０万

円を上限とする。 

  ア 均等割 町会 ３５，０００円 

        自治会 ３０，０００円 

  イ 世帯割（天王洲会（品川第一地区）を除く。） ２００世帯当たり ７，２００円 

  ウ 人口割（天王洲会（品川第一地区）を除く。） ２００人当たり  ２，４００円 

  エ 連合会活動助成金（連合会に加入している町会等に限る。） 町会 ２５，０００円 

                               自治会 ２０，０００円 

 ⑷ 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱第９条第３

項の規定により算出した額 

２ 前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により算出した額が平成３０年度における

支給額を下回る場合には、平成３０年度に支給した額をもって当該号に係る助成金の交

付額とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、年度途中において新たに結成された町会等に対する助成

金の交付額は、第１項各号の規定により算定した額を１２で除し、当該町会等の結成か

ら年度末までの月数（当該町会等の結成の日が月の１日以外の日である場合には、その

月は算入しない。）を乗じた額とする。ただし、町会等の結成の日が１０月１日以降の

場合は、当該年度の助成金は交付しない。 

 （交付予定額の通知） 

第４条 区長は、年度当初において、町会等に対し、助成金の交付予定額通知書（第１号

様式）を送付するものとする。 

 （交付申請） 

第５条 町会等は、前条の交付予定額通知書を受けたときは、別に定める期限までに助成

金交付申請書（第２号様式）に事業実施計画表および収支予算書を添えて、区長に提出

しなければならない。 

２ 助成金の交付申請は、各年度１回に限り行うことができる。 

 （交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、助成金を交

付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定書（第３号



様式）を町会等に送付するものとする。 

２ 区長は、助成金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付すことができる。 

 （請求書の提出） 

第７条 町会等は、前条に規定する助成金の交付決定通知書を受けたときは、区長が別に

定める期限までに、請求書（第４号様式）により区長に助成金の交付を請求しなければ

ならない。 

 （執行状況報告） 

第７条の２ 町会等は、助成対象事業の執行状況について、区長から報告を求められたと

きは、これに応じなければならない。 

 （是正命令） 

第７条の３ 区長は、町会等の報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条

第２項の規定による調査等により、交付決定の内容またはこれに付した条件に従って助

成対象事業が執行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成対象事業を遂

行すべきことを命じることができる。 

２ 区長は、町会等が前項の規定による命令に違反したときは、当該助成対象事業の一時

停止を命ずることができる。 

 （実績報告書の提出） 

第８条 町会等は、会計年度終了後すみやかに事業実績報告書（第５号様式）に実績一覧

表および当該町会等の収支決算書を添えて、区長に事業実績を報告しなければならない。 

 （助成金の確定） 

第９条 区長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合は、これを調査し、助成

対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであると

認めたときは、確定通知書（第６号様式）により町会等に通知する。 

２ 前項の規定による調査の結果、助成対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成対象事業につきこれに適合させる

ための処置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 第１項の規定は、前項の命令により助成対象者が必要な処置をした場合について準用

する。 

４ 区長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交

付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。 

 （検査等） 

第１０条 区長が補助職員をして、助成対象事業の遂行状況および経理について検査させ

た場合または報告を求めた場合は、町会等はこれに応じなければならない。 

 （助成金の経理等） 

第１１条 町会等は、助成金の収入、支出に関する記録を整備し、経理および事業の状況

を常に明確にしておかなければならない。 

 （決定の取消し） 

第１２条 区長は、助成金の交付決定を受けた町会が助成事業の中止もしくは廃止を申し

出た場合または次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取

り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 助成金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶ 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

 （助成金の返還および違約金） 

第１３条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関

し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができ

る。 



２ 町会等は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、当該助成金を受領し

た日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の返還額につき年１０．９５パ－セン

トの割合で計算した違約金を納付しなければならない。 

 （委 任） 

第１４条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、地域振

興部長が定める。 

 

   付 則（昭和６０年４月１日区長決定） 

１ この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴い「品川区環境整備等助成金交付要綱」（制定昭和３８年６月１

０日区長決定）および「大井競馬場周辺地区環境整備等特別助成金交付要綱」（制定昭

和４２年７月１日区長決定）は廃止する。 

３ この要綱による改正前の品川区環境整備等助成金交付要綱、大井競馬場周辺地区環境

整備等特別助成金交付要綱、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱および品

川区町会防犯燈助成金交付要綱に基づく昭和５９年度分実績報告書の提出については、

改正後の要綱の第８条を適用するものとする。 

４ この要綱は、運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、施

行後５年以内に必要に応じて助成内容を見直すものとし、以後同様とする。 

 

 

   付 則（平成元年４月２７日区長決定） 

１ この要綱は、平成元年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成１１年４月１日区長決定） 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成１３年３月２８日部長決定） 

この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   付 則（平成１９年５月２２日区長決定） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成２０年５月１２日区長決定） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成２１年３月１１日区長決定） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成２４年５月２５日区長決定） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成２５年５月１３日区長決定） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

   付 則（平成２６年５月２２日区長決定） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

 付 則（平成２８年６月１日区長決定） 



１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

 付 則（平成２９年３月１０日部長決定） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

付 則（平成３０年３月１３日部長決定） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

付 則（平成３１年 月 日区長決定） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 

 別 表  

 
競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業助成金（環境整備特別） 

 
１．大井第一地域センター管内 

 ⑴ 世帯割 １世帯当たり １２．９０円 

 ⑵ 均等割 ９，０００円 

 ⑶ 距離別割 

 

 

 

 

 

 
 
   備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。 

 

 ⑷ 交通量割 
 

基点からの距離等 金額 

２００ｍ以内 ６５，０００円 

４００ｍ以内 ４８，０００円 

６００ｍ以内 ３７，０００円 

６００ｍ超 

町会等区域内に第一京浜国道または

池上通りが通っている 
３７，０００円 

町会等区域内に第旧東海道または海

岸通りが通っている 
２６，０００円 

上記以外 １５，０００円 
 
   備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。 

 

 

２．大井第二地域センター管内 

 

  池上通りと大井三つ又通りの交差点から５００ｍ以内にある町会等 ３０，０００円 

基点からの距離 金額 

２００ｍ以内 ４０，０００円 

４００ｍ以内 ２５，０００円 

６００ｍ以内 １５，０００円 

６００ｍ超 １０，０００円 


